
●5

第1128号  平成18年（2006年）2月1日 市役所 代表電話
TEL.042-585-1111

ごみゼロ社会を目指して

特 集

　

個
人
の
所
得
に
か
か
る
税
金
に

は
、
国
へ
納
め
る
所
得
税
、
都
に
納

め
る
都
民
税
、
市
に
納
め
る
市
民
税

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
市
民
税

と
都
民
税
を
合
わ
せ
た
も
の
を「
市
・

都
民
税
（
ま
た
は
住
民
税
）」
と
い
い

ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
く
て

よ
い
方
で
も
、
市
・
都
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

�
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
日
野

１８

市
に
住
ん
で
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

�
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
が
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
必
要
と
し
な
い
方

�
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

�
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

必
要
と
し
な
い
方

�
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、
給
与
所

得
以
外
の
所
得
が　

万
円
を
超
え
な

２０

い
方

�
公
的
年
金
の
受
給
者
で
、
所
得
税

の
確
定
申
告
を
必
要
と
し
な
い
方

�
他
の
市
区
町
村
に
住
ん
で
い
る
方

の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方
（
１

人
住
ま
い
の
学
生
・
高
齢
の
方
な
ど
）

�
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方
の

う
ち
、
年
末
調
整
・
所
得
の
申
告
で

同
居
の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い

な
い
方
で
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
、
公
営
住
宅
に
入
居
の

方
な
ど
で
非
課
税
証
明
書
が
必
要
に

な
る
方

�
日
野
市
に
住
ん
で
い
な
い
が
、
平

成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
事

１８
務
所
・
事
業
所
、家
屋
敷
（
単
身
赴
任

中
の
方
な
ど
）
を
所
有
し
て
い
る
方

●
市
・
都
民
税
の
申
告
を
し
な
く
て

よ
い
方

�
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

（
確
定
申
告
は
、
市
・
都
民
税
の
申

告
を
兼
ね
て
い
ま
す
）

�
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

�
年
末
調
整
・
所
得
の
申
告
で
、同
居

の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方

の
う
ち
、
所
得
が　

万
円
以
下
の
方

３５

�
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

で
、「
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な

方
」
に
該
当
し
な
い
方

●
申
告
相
談
・
受
付

　

市
・
都
民
税
の
申
告
相
談
・
受
付

日
程
は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

七
生
支
所
・
豊
田
駅
連
絡
所
で
も

完
全
に
記
入
済
み
の
市
・
都
民
税
申

告
書
は
お
預
か
り
し
ま
す
（
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
が
、
税
専

門
の
職
員
が
い
な
い
た
め
、
申
告
相

談
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け

ま
す
。
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
同
封
の
う
え
、
〒

　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
市
民
税

１９１課
へ
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の

�
市
・
都
民
税
申
告
書
（
申
告
書
が

送
ら
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
用
紙
）

�
平
成　

年
中
の
所
得
（
収
入
）
に

１７

関
す
る
書
類

�
給
与
所
得
の
方
は
、
源
泉
徴
収
票

か
給
与
明
細
書

�
年
金
所
得
の
方
は
、
年
金
の
源
泉

徴
収
票

�
給
与
・
年
金
以
外
の
所
得
の
あ
る

方
は
、
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
分

か
る
帳
簿
や
領
収
書
な
ど

�
平
成　

年
中
の
控
除
に
関
す
る
書

１７

類�
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
国

民
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
支
払

っ
た
方
は
、
そ
の
支
払
い
済
み
額
の

分
か
る
書
類

※
国
民
年
金
保
険
料
等
（
国
民
年
金

の
保
険
料
及
び
国
民
年
金
基
金
の
掛

金
）
に
つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
の

適
用
を
受
け
る
に
は
、
そ
の
支
払
い

を
し
た
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
等

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

�
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・

損
害
保
険
料
を
支
払
っ
た
方
は
、
そ

の
支
払
証
明
書

�
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医

療
費
の
領
収
書

�
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど

�
そ
の
ほ
か
控
除
に
必
要
な
書
類

※
社
会
保
険
料
な
ど
で
、
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る

分
に
つ
い
て
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん

�
印
鑑
（
認
め
印
で
可
）

●
申
告
書
の
配
布

　

市
・
都
民
税
申
告
書
は
、
市
役
所

１
階
市
民
税
課
、
七
生
支
所
、
豊
田

駅
連
絡
所
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
必

要
な
方
に
は
郵
送
し
ま
す
の
で
、
市

民
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
平
成　

年
度
市
・
都
民
税
の
主
な

１８

改
正
点

１　

定
率
減
税
の
縮
減

２　

均
等
割
の
生
計
同
一
の
妻
に
対

す
る
非
課
税
措
置
の
廃
止

３　

国
民
年
金
の
保
険
料
等
に
係
る

社
会
保
険
料
控
除
の
書
類
の
添
付

義
務

（
１
〜
３
は
課
税
さ
れ
る
方
全
般
に

関
す
る
改
正
点
）

４　

老
年
者
控
除
の
廃
止

５　

公
的
年
金
等
控
除
の
改
正

６　
　

歳
以
上
の
方
に
適
用
さ
れ
る

６５
非
課
税
措
置
の
廃
止

（
４
〜
６
は
主
に
高
齢
の
方
に
関
す

る
改
正
点
）

※
詳
し
く
は
６
・
７
面
を
ご
覧
く
だ

さ
い

　

今
年
も
市
・
都
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期
が

近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
例
年
、
申
告
期
限
の
間
近
に
な
る
と
窓
口

が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
税
制
改
正
に
よ
る
変
更
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
６
・
７
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
市
民
税
課
・
日
野
税
務
署
）

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
書
の
提

１７

出
及
び
納
税
の
期
限
は
、
所
得
税
及

び
贈
与
税
は
３
月　

日
�
、
個
人
事

１５

業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税
は
３

月　

日
�
で
す
。

３１
●
申
告
書
は
ご
自
分
で
記
入
し
、
提

出
は
お
早
め
に

　

税
務
署
で
は
確
定
申
告
書
の
自
書

申
告
と
早
期
提
出
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
３
月
に
入
り
ま
す
と
、
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
書
は

郵
送
等
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

●
パ
ソ
コ
ン
で
確
定
申
告
書
の
作
成

が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）の「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
確
定
申
告
書

が
作
成
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
印
刷
し

た
確
定
申
告
書
は
、
そ
の
ま
ま
税
務

署
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
イ
ー
タ
ッ

ク
ス
・http://w

w
w
.e-tax.nta.g

o.jp

）
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
し
た
申
告

書
デ
ー
タ
に
電
子
署
名
を
し
て
、
そ

の
ま
ま
送
信（
提
出
）す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。な
お
、譲
渡
所
得
の
う
ち
、

土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
所
得
の
あ
る

方
な
ど
、
ご
利
用
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

税
の
質
問
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が

　

時
間
お
答
え
す
る
タ
ッ
ク
ス
ア
ン

２４サ
ー
（http://w

w
w
.taxansw

er
.nta.go.jp

）
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
２
月　

日
�
・　

日
�
は
申
告
を

１９

２６

受
け
付
け
ま
す

　

日
野
税
務
署
で
は
、
両
日
に
確
定

申
告
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
申
告

書
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
税
の
領
収
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
振
替
納
税
制
度
を
ご

利
用
い
た
だ
く
か
、
ご
自
分
で
納
付

書
に
金
額
を
記
入
の
う
え
、
お
近
く

の
金
融
機
関
で
必
ず
納
期
限
ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

２
月　

日
・　

日
以
外
の
土
曜
・

１９

２６

日
曜
日
、祝
日
は
、業
務
を
行
っ
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
納
税
は
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

　

所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
に
は
、
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

新
規
に
口
座
振
替
を
利
用
す
る
方

は
、
所
得
税
は
３
月　

日
�
ま
で
、

１５

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
は
３
月　

日
�
ま
で
に
手
続
き

３１

し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
分
の
振
替
日
は
、
申
告

１７

所
得
税
が
４
月　

日
�
、
個
人
事
業

２０

者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
が
４

月　

日
�
で
す
。

２７

　

手
続
き
は
、
東
京
国
税
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.tokyo.nta

.go.jp

）
を
ご
覧
に
な
る
か
、
税
務

署
管
理
部
門
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
還
付
金
の
受
け
取
り
は
口
座
振
り

込
み
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
確
定

申
告
書
に
本
人
名
義
の
口
座
（
金
融

機
関
名
・
預
金
の
種
類
・
口
座
番
号

等
）を
忘
れ
ず
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
、
機
械
で
読
み
取
り
ま

す
の
で
、
枠
内
に
丁
寧
に
お
書
き
く

だ
さ
い

市・都民税、所得税の申告受付が始まります市・都民税、所得税の申告受付が始まります

●市・都民税の申告相談・受付日程

※七生公会堂は駐車場が狭いため、車での来場はご遠慮を

問
合
せ
先

市　
民　
税　
課

問
合
せ
先

日
野
税
務
署

（
�　

・
５
６
６
１
）

５８５

確
定
申
告
は
日
野
税
務
署
へ

確
定
申
告
は
日
野
税
務
署
へ

所
得
税

申
告
は
市
役
所
市
民
税
課
へ

申
告
は
市
役
所
市
民
税
課
へ

市
・
都
民
税

所
得
税
の
決
算
及
び
確
定
申
告
無
料

相
談
会
〜
個
人
事
業
主
を
対
象
に

﹇
日
時
﹈
２
月　

日
�
〜
３
月　

日

１６

１５

�
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

４
時
※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。
受

付
は
午
後
３
時　

分
ま
で
﹇
会
場
﹈

４５

日
野
市
商
工
会
館
﹇
持
ち
物
﹈
①
前

年
の
決
算
書
・
申
告
書
控
②
帳
簿
類

③
年
金
・
保
険
等
の
納
付
書
・
払
込

証
明
書
等
④
印
鑑
⑤
税
務
署
か
ら
届

い
た
書
類
等
※
譲
渡
所
得
に
関
す
る

相
談
を
除
く
﹇
問
合
せ
先
﹈
日
野
市

商
工
会
（
�　

・
３
６
６
６
）、
市
産

５８１

業
振
興
課

受付期間は２月１６日（木）～３月１５日（水）

会　場時　間日　程

市役所１階
１０１会議室

午前８時４５分
～午後５時

２月１６日�
～３月１５日�
※土曜・日曜日
を除く

七生公会堂

午前９時　
～１１時３０分、
午後１時　
～４時３０分

２月２２日�
～２４日�


